
交通の方法に関する教則の一部を改正する国家公安委員会告示案 新旧対照条文

○交通の方法に関する教則（昭和五十三年国家公安委員会告示第三号） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第１章～第11章 （略） 第１章～第11章 （略）

付表１ 信号の種類と意味 付表１ 信号の種類と意味

(1) 信号機の信号 (1) 信号機の信号

信号の種類 信 号 の 意 味 信号の種類 信 号 の 意 味

（略） （略）

青色の灯火の矢印 車は、黄色の灯火や赤色の灯火の信号であつても 青色の灯火の矢印 車は、黄色の灯火や赤色の灯火の信号であつても

矢印の方向に進むことができます（右向きの矢印の 矢印の方向に進むことができます。しかし、右折の

場合には、転回することもできます。）。しかし、 矢印の場合には、軽車両や二段階の右折方法により

右向きの矢印の場合には、軽車両や二段階の右折方 右折する原動機付自転車は進むことができません。

法により右折する原動機付自転車は進むことができ

ません。

（略） （略）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

付表２ （略） 付表２ （略）

付表３ 標識・標示の種類と意味 付表３ 標識・標示の種類と意味

(1) 標識 (1) 標識

ア 規制標識 ア 規制標識

種 類 番号 表 示 す る 意 味 色 種 類 番号 表 示 す る 意 味 色

（略） （略）

一方通行 31 標示板の矢印の示す方 記号と縁 一方通行 31 標示板の矢印の示す方 記号と縁



向の反対方向に車が通 線は白 向の反対方向に車が通 線は白

行することの禁止 縁と地は 行することの禁止 縁と地は

青 青

自転車一方通行 31の 標示板の矢印の示す方 同上

２ 向の反対方向に自転車

が通行することの禁止

（略） （略）

イ～オ （略） イ～オ （略）

(2) （略） (2) （略）

付表４・５ （略） 付表４・５ （略）


